
県
道

道
路
の
種
類

第

二

千

四

百

九

十

二

号

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
九
日

下

山

名

丸
線

路
線
名

下
呂
市
馬
瀬
惣
島
字
が
ら
ん

ど
六
一
九
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

字
上
く
ず

れ
五
五
○
番
一
地
先
ま
で

区

間

後
Ｂ Ａ

前
Ｂ

区
域
変
更
前
後
別�･�〜��･� �･�〜�･��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

(

火
曜
日)

���･� ���･����･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

目

次

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

七
〇
七
ペ
ー
ジ

○
保
安
林
の
指
定

(

可
茂
農
林
事
務
所)

七
〇
七

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
政
治
団
体
の
異
動
事
項
の
公
表

(

選
挙
管
理
委
員
会)

七
〇
八

○
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

七
〇
八

○
資
金
管
理
団
体
の
異
動
事
項
の
公
表

(

同

)

七
〇
九

○
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(
同

)

七
〇
九

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

七
〇
九

○
平
成
二
十
五
年
度
採
石
業
務
管
理
者
試
験
合
格
者

(

商
工
政
策
課)

七
一
〇

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

(

商
業
流
通
課)
七
一
〇

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

(

建
築
指
導
課)
七
一
一

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

恵
那
農
林
事
務
所)

七
一
二

正

誤

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
中
訂
正

(

可
茂
農
林
事
務
所)

七
一
三

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
九
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
下
呂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
九
十
三
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
九
日



政
治
団
体
の
名
称

代
表

者

の
氏

名

会
計
責
任
者

の
氏

名
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

野
村
弘
後
援
会

泰
士
会

瀬
川
利
生
後
援
会

政
治
団
体
の
名
称解

散

年
月
日 代

表
者

(
公
職
の
種
類
)

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
の
区
分

代
表

者

名
称

異
動

事
項

政
党
又
は
政
党

の
支
部
の
場
合

そ
の
旨
の
表
示

松
岡�

司

参
議
院
議
員

法
第
19条
の
７
第
１
項

第
１
号
に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団
体

長
縄
洋
治

瀬
川
利
生
後
援
会

新

当
該
政
党
の
支
部

を
支
部
と
す
る

政
党
の
名
称

一
以
上
の
市
町
村
の
区

域
等
を
単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部
の
表
示

野
村

弘

国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
以
外
の
政
治
団
体

長
縄
光
浩

瀬
川
利
生
を
育
て
る
会

旧

の
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
三
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
の
所
在
場
所

加
茂
郡
白
川
町
河
岐
字
前
山
一
一
四
八
の
一

二

指
定
の
目
的

落
石
の
危
険
の
防
止

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
可
茂
農
林
事
務
所
及
び
白
川
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の

異
動
事
項
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
九
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政

治
団
体
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
九
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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資
金
管
理
団
体
の
名
称

大
野
泰
正

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

渡
辺
直
由
連
合
後
援
会

松
井
旬
子
と
歩
む
会

野
村
弘
後
援
会

泰
士
会

資
金
管
理
団
体

の
名

称

主
た
る
事
務
所

の
所

在
地

公
職
の
種
類

異
動
事
項

山
田
實
紘

青
木
鵬
二

松
岡�

司

参
議
院
議
員 新

(死
亡
し
た
)

代
表
者
の
氏
名

赤
塚
斗
啓

青
木
す
ま
子

廣
瀬
孝
司

資
金
管
理
団
体
で
な

く
な
っ
た
旨
の
届
出

年
月

日

岐
阜
県
議
会
議
員

旧 美
濃
加
茂
市
太
田
本
町
３
―
２
―
10

下
呂
市
萩
原
町
尾
崎
3487―

２

大
垣
市
笠
木
町
92―
１

野
村
弘
後
援
会

平
成
25年

９
月
30日

平
成
25年

９
月
13日

平
成
25年

９
月
10日

大
垣
市
笠
木
町
92―
１
野
村
弘

平
成
25年
９
月
10日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

り
、
資
金
管
理
団
体
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
異
動
事
項
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
九
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
の
例

に
よ
り
、
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の

規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
九
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

(備
考
)
資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
死
亡
に
伴
う
届
出
で
あ
り
､
資
金
管
理
団
体
の
届

出
を
し
た
者
の
氏
名
は
野
村
弘
､
公
職
の
種
類
は
大
垣
市
議
会
議
員
で
あ
る
｡

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
み
ず
な
み
常
盤
座

三

代

表

者

の

氏

名

永
島

喜
一
朗

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
瑞
浪
市
寺
河
戸
町
一
一
三
九
番
地
の
六

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
瑞
浪
市
を
中
心
と
す
る
地
域
社
会
に
対
し
て
、

心
豊
か
で
活
気
に
満
ち
た
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
事
業
を
行
な
い
、

市
民
と
行
政
が
協
働
す
る
ま
ち
づ
く
り
と
地
域
社
会
及
び
地
域
市

民
の
公
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

平成25年10月29日 岐 阜 県 公 報 第２４９２号( 709 )



○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
月
十
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ピ
ッ
コ
ロ

三

代

表

者

の

氏

名

棚
橋

修

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
各
務
原
市
鵜
沼
朝
日
町
三
丁
目
一
三
九
番
地
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
助
け
合
い
の
精
神
に
基
づ
い
た
ふ
れ
あ
い

社
会
づ
く
り
を
基
本
理
念
と
し
て
、
高
齢
者
と
そ
の
介
護
者
、
子

ど
も
と
親
を
対
象
に
三
世
代
支
援
を
行
い
、
す
べ
て
の
人
が
自
分

ら
し
く
生
き
る
た
め
に
と
も
に
協
力
し
合
い
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

づ
く
り
と
生
き
甲
斐
の
あ
る
福
祉
社
会
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
を

も
っ
て
、
社
会
全
体
の
利
益
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
四
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
秋
桜
の
詩

三

代

表

者

の

氏

名

秋
松

あ
ゆ
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
加
茂
郡
八
百
津
町
上
飯
田
一
八
八
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
独
居
の
高
齢
者
及
び
介
護
保
険
の
要
介
護
者
や

日
常
生
活
に
支
障
を
き
た
す
障
害
者
に
対
し
て
介
護
や
就
業
支
援
、

ま
た
、
住
宅
の
供
給
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
働
く
介
護
者
の
支

援
や
障
害
者
の
自
立
に
向
け
て
援
助
支
援
し
地
域
社
会
の
福
祉
の

増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
平
成
二
十
五
年
度
採
石
業
務
管
理
者
試
験
合
格
者

採
石
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号)

第
三
十
二
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
実

施
し
た
平
成
二
十
五
年
度
採
石
業
務
管
理
者
試
験
の
合
格
者
の
受
験
番
号
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

受
験
番
号

受
験
番
号

受
験
番
号

二

七

八

九

一
一

一
七

一
八

二
三

二
五

二
九

三
二

三
四

三
八

四
一

四
三

四
四

四
八

五
二

以
上
十
八
名

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流
通

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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同
岐
西
建
築
第
九
四
号
の
六

同

二
五
・

六
・
一
九

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
九

三
号
の
八

平
成
二
五
・

七
・

一

開
発
許
可

(

変
更
許
可)

番

号

及

び

年

月

日

瑞
穂
市
別
府
字
井
場
五
ノ
町
一
七
四
二
番
一

羽
島
市
竹
鼻
町
飯
柄
字
西
野
間
四
九
八
番
及

び
四
九
九
番

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

道
路
、
水
路

道
路

公
共
施
設
の

種
類

同 開
発
登
録
簿

に
よ
る

公
共
施
設
の

位
置
及
び
区

域

愛
知
県
名
古
屋
市
南
区
呼
続
二
丁
目
一
五
番
二
二
号

株
式
会
社
イ
ス
ト

代
表
取
締
役

寺

島

久

博

岐
阜
市
西
野
町
七
丁
目
一
七
番
地

有
限
会
社
高
橋
地
所

代
表
取
締
役

高

橋

慶
太
郎

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

(
仮
称)

ゲ
ン
キ
ー
関
広
見
店

関
市
広
見
字
川
口
一
一
七
番
一

外

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(
届
出
事
項

新
設)

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流
通

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

(

仮
称)

関
市
寿
町
複
合
店
舗

関
市
寿
町
二
丁
目
八
一

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(

届
出
事
項

新
設)

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流
通

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
ぎ
ふ
恵
那
店

恵
那
市
長
島
町
中
野
二
丁
目
五
番
一

外

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(

届
出
事
項

変
更)

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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同
中
建
築
第
五
五
号
の
六

同

二
五
・

一
・

七

同
岐
西
建
築
第
九
二
号
の
三

同

二
五
・

六
・
二
〇

美
濃
加
茂
市
西
町
三
丁
目
十
八
番
一
外
三
筆

羽
島
郡
笠
松
町
北
及
字
高
坪
一
五
七
五
番
一

道
路
・
公
園

・
下
水
道

道
路
、
下
水

道

同 同

岐
阜
県
下
呂
市
金
山
町
金
山
三
二
五
六
番
地
の
一

有
限
会
社
サ
ン
ワ
開
発

代
表
取
締
役

長
谷
川

康

岐
阜
市
西
野
町
七
丁
目
一
七
番
地

有
限
会
社
高
橋
地
所

代
表
取
締
役

高

橋

慶
太
郎

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

山
岡
東
部

土
地
改
良

区

平
成
��･�･��
理
事
長

市

川

輝

男

恵
那
市
山
岡
町
田
沢

二
二
一
五
番
地

副
理
長
事

後

藤

圭

一

同

二
四
九
四
番
一

同

勝

昭

義

恵
那
市
山
岡
町
上
手
向

二
一
五
三
番
地

同

後

藤

春

夫

恵
那
市
山
岡
町
馬
場
山
田
四
八
七
番
地
一

監
事

丸

山

安

夫

同

四
四
六
番
地
三

同

可

知

和

己

恵
那
市
山
岡
町
田
沢

二
六
三
二
番
地

同

伊

藤

善

啓

恵
那
市
山
岡
町
上
手
向
一
七
五
七
番
地
一

理
事

後

藤

和

恭

恵
那
市
山
岡
町
田
沢

三
三
七
七
番
地

同

後

藤

清

明

同

三
三
九
七
番
地

同

水

野

喜

文

同

二
三
三
〇
番
地
一

同

鈴

木

善

久

同

二
二
〇
八
番
地

同

小
木
曽

央

同

一
九
六
八
番
地
一

同

市

川

忠

雄

同

二
六
五
〇
番
地

同

伊

藤

松

美

同

二
六
六
二
番
地
一

同

安

藤

賢

史

同

二
九
八
八
番
地

同

中

川

國

雄

同

二
六
六
五
番
地

同

三

宅

安

英

恵
那
市
山
岡
町
上
手
向

一
九
番
地

同

水

野

伝

夫

恵
那
市
山
岡
町
馬
場
山
田
一
五
一
七
番
地
三

同

佐
々
木

吉

郎

恵
那
市
山
岡
町
上
手
向
二
〇
一
八
番
地
一

同

伊

藤

和

明

同

二
一
〇
〇
番
地
二

同

佐
々
木

義

朗

同

一
七
四
九
番
地

同

杉

山

昭

夫

恵
那
市
山
岡
町
馬
場
山
田

五
五
四
番
地

同

伊

藤

徹

同

一
八
五
八
番
地

同

水

野

正

敏

同

一
七
九
三
番
地
二

同

後

藤

正

孝

同

八
九
六
番
地

同

後

藤

泰

雄

同

八
八
四
番
地
一

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所
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山
岡
東
部

土
地
改
良

区

平
成
��･�･�
理
事
長

市

川

輝

男

恵
那
市
山
岡
町
田
沢

二
二
一
五
番
地

副
理
事
長

後

藤

圭

一

同

二
四
九
四
番
一

同

勝

昭

義

恵
那
市
山
岡
町
上
手
向

二
一
五
三
番
地

同

後

藤

春

夫

恵
那
市
山
岡
町
馬
場
山
田
四
八
七
番
地
一

監
事

丸

山

安

夫

同

四
四
六
番
地
三

同

可

知

和

己

恵
那
市
山
岡
町
田
沢

二
六
三
二
番
地

同

伊

藤

善

啓

恵
那
市
山
岡
町
上
手
向
一
七
五
七
番
地
一

理
事

後

藤

和

恭

恵
那
市
山
岡
町
田
沢

三
三
七
七
番
地

同

後

藤

清

明

同

三
三
九
七
番
地

同

水

野

喜

文

同

二
三
三
〇
番
地
一

同

鈴

木

善

久

同

二
二
〇
八
番
地

同

小
木
曽

央

同

一
九
六
八
番
地
一

同

市

川

忠

雄

同

二
六
五
〇
番
地

同

伊

藤

松

美

同

二
六
六
二
番
地
一

同

安

藤

賢

史

同

二
九
八
八
番
地

同

中

川

國

雄

同

二
六
六
五
番
地

同

三

宅

安

英

恵
那
市
山
岡
町
上
手
向

一
九
番
地

同

水

野

伝

夫

恵
那
市
山
岡
町
馬
場
山
田
一
五
一
七
番
地
三

同

佐
々
木

吉

郎

恵
那
市
山
岡
町
上
手
向
二
〇
一
八
番
地
一

同

伊

藤

和

明

同

二
一
〇
〇
番
地
二

同

佐
々
木

義

朗

同

一
七
四
九
番
地

同

杉

山

昭

夫

恵
那
市
山
岡
町
馬
場
山
田

五
五
四
番
地

同

伊

藤

徹

同

一
八
五
八
番
地

同

水

野

正

敏

同

一
七
九
三
番
地
二

同

後

藤

正

孝

同

八
九
六
番
地

同

後

藤

泰

雄

同

八
八
四
番
地
一

○
正

誤

(

原
稿
誤
り)

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日
第
二
千
四
百
八
十
八
号

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
六
八
九

頁
退
任
し
た
役
員
中｢

小
原�
三｣

は｢

小
原�
介｣

の
、｢

加
茂
郡
坂
祝
町
坂
倉

一
〇
二
番

地｣

は｢

加
茂
郡
坂
祝
町
酒
倉

一
〇
二
番
地｣

の
誤
り
。

平成25年10月29日 岐 阜 県 公 報 第２４９２号( 713 )



第２４９２号 岐 阜 県 公 報 平成25年10月29日 ( 714 )

平
成
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発
行
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阜
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目
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号
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行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


